
 

 

指定管理者の選定結果 

 

１ 施設の名称      静岡市地域福祉交流プラザ 

 

２ 指定管理者の名称   社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会 

 

３ 指定期間       平成 22 年４月１日～平成 27 年３月 31 日 

 

４ 選定の経緯 

（１） 公 募 

  ア 募集期間     平成 21 年 11 月６日～平成 21 年 12 月７日 

  イ 申請団体     社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会 

（２） 審査方法 

  ア 審査の種類 

（ア）書類審査       平成 22 年１月 19 日 

（イ）プレゼンテーション  平成 22 年１月 19 日 

  イ 審査委員会 

    委員長    近藤 操（福祉部参与兼福祉総務課長） 

    委 員    藤岡 進（福祉部参与兼保険年金管理課長） 

     〃     鈴木重義（障害者福祉課長） 

     〃     牧野善浴（団体職員） 

     〃     池田 武（団体職員） 

ウ 審査基準 

    別紙審査基準のとおり 

エ 決定方法（審査方法） 

    各審査委員が、書類審査とプレゼンテーションの結果に基づき上記審査項目

について採点し、総合点数により決定する。 

（３） 審査結果 

  ア 選定された団体の名称及び点数 

  （ア）名称：社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会 

  （イ）点数：87.6 点／100 点満点（市が設定した最低基準点 70 点） 

  （ウ）指定管理料提示額： 

  イ 総 評（選定の理由等） 

    市が示した仕様書を十分に理解し、当該施設の設置目的である「地域福祉の推

進」、「地域福祉の交流の場」、「相談・助言」、「情報提供」など十分に対応できる

対応等が高く評価された。 

    また、申請者は地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であり、人的・物

的な能力や福祉団体等のネットワークを有しており、それらを十分に活用した事

業実施が期待できることが選定の決め手となった。 

（４） 指定管理者選定委員会 http://www.city.shizuoka.jp/000107601.pdf 

（５） 市議会の議決 平成 22 年３月 24 日 

（６） 指    定 平成 22 年３月 24 日 

（７） 公    告 平成 22 年４月 16 日 

http://www.city.shizuoka.jp/000107601.pdf


 

 

指定管理者審査基準 

 

  

【審査項目】 

１ 事業計画が施設の設置目的を達成するためにふさわしいものであること。 

 

（１）市が提示した仕様書と適合しているか。 

（２）施設の運営方針が明確に示され、施設の規模や設置目的に沿った事業計画とな

っているか。 

（３）利用者の利用について公平性が確保されているか。 

 

２ 事業計画が施設の効果的、効率的な管理を実現するものであること。 

 

（１）利用者ニーズの把握及び運営への反映策 

（２）利用者サービス向上のための方策 

 

 （収支予算書について） 

（３）管理運営に要する経費は、市の積算額を下回っているか。 

（４）必要な収入、経費がすべて計上されているか。 

（５）経費節減を旨とした積算となっているか。 

 

３ 事業計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有していると認められ

ること。 

 

（１）定款、寄附行為、規約等に定められた団体としての業務内容が、当該指定管理

業務を行うのに適しているか。 

（２）当該施設（又は類似施設）の管理運営実績 

（３）管理に必要な人員が確保されているか。（または新規雇用等が確実に見込めるか） 

（４）事業計画を実施するために、近隣地域及び他団体等のネットワークが確保され

ているか。 

（５）人員の配置計画は適正か（当該施設の管理を行なうのにふさわしい組織の体制

であり、各部署に必要かつ十分な人数が配置されているか）。 

（６）第三者に業務を委託する場合における、業者選定手続き及び業務の指導、監督

の体制 

（７）事故、災害など緊急時における対策 

（８）個人情報保護について、その重要性を認識し、対策を講じているか。 

 

４ 管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。  

（１）決算収支の状況（経常収支、実質収支） 

（２）財務諸表の評価（流動比率、自己資本比率、損益計算書） 

 （３）債務超過となっていないか。 

  


